
 

 

宇都宮市赤ちゃんの駅設置費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市の交付する宇都宮市赤ちゃんの駅設置費補助金(以下｢補助金｣という。)につい

ては，宇都宮市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２２号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は，民間の商業施設等において，赤ちゃんの駅を新設又は拡充しようと

する事業者に対し，補助金を交付することにより，乳幼児とその保護者が安心して外出

できる環境整備を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において「赤ちゃんの駅」とは，乳幼児連れの保護者が自由に利用する

ことができる授乳の場若しくはおむつ替えの場又はその両方を有する施設で，宇都宮市

赤ちゃんの駅事業実施要綱（平成２２年３月１日宇都宮市告示第１０７－４号。以下「市

要綱」という。）第５条の規定に基づき登録された施設をいう。 

２ この要綱において，「事業者」とは，法人その他の団体及び事業を営む個人（民間施

設に限る。）をいう。 

（補助対象事業者） 

第４条 補助金の交付を受けることのできる者は，宇都宮市内に商業施設又は事業所（以

下「施設等」という。）を有する事業者で，当該施設等において，次に掲げる事業（この

要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けるものを除く。以下「補助対象事業」と

いう。）を行おうとするものとする。 

(1) 授乳やおむつ替えの場を新設するための事業（赤ちゃんの駅として市に登録するこ

とが予定されている事業に限る。） 

(2) 赤ちゃんの駅として既に登録されている施設において，登録内容の拡充を図るため

の事業 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事業者は，補助金の交付を受けることができな

い。 

(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 



 

 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある

者 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費は，別表に定めるとおりとする。 

２ 補助率は１０分の１０とする。ただし，対象経費の合計額に千円未満の端数が生じた

場合には，これを切り捨てるものとする。 

３ 補助限度額は，１施設あたり１０万円とする。  

(交付申請) 

第６条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書（以下「申請書」という。）の様式は，

別記様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第３条第２項により申請書に添付する書類に記載する事項は，次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（別記様式第２号）  

(2) 収支予算書（別記様式第３号） 

(3) 施設等の中で備品設置を予定している場所の見取り図及び現況写真 

(4) 備品購入に係る見積書の写し 

(5) 備品の内容が確認できるパンフレットや仕様書など 

(6) その他市長が必要と認める書類 

３ 交付申請期間については，平成２３年１２月１日から平成２４年１月２０日までとす

る。 

(決定通知) 

第７条 規則第６条第１項の通知は，補助金等交付決定通知書（別記様式第４号。以下「通

知書」という。）による。 

 (計画変更) 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，

規則第５条第１項第２号の規定に基づいて市長に承認を受けようとするときは，補助事

業等計画変更申請書（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による計画変更を認めたときは，補助金等変更交付決定通知書（別



 

 

記様式第６号）により，その旨を当該補助事業者に通知するものとする。 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は，市長の請求があったときは，補助事業の遂行の状況について，当

該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。 

（補助対象事業の実施期間） 

第１０条 補助対象事業の実施期間は，交付決定の日から平成２４年２月２９日までとす

る。 

(実績報告) 

第１１条 規則第１２条の規定による実績報告の様式は，補助事業実績報告書（別記様式

第７号）のとおりとし，次に掲げる書類を添えて，補助事業の完了（補助事業の中止又

は廃止の場合を含む。）後１５日以内に市長へ提出しなければならない。 

 (1)事業実績書（別記様式第８号） 

(2)収支決算書（別記様式第９号） 

(3)事業完了を確認できる写真 

(4)備品購入に係る領収書の写し及び納品書の写し 

(5)その他市長が必要と認める書類 

（額の確定通知） 

第１２条 規則第１３条の規定による補助金の額の確定通知は，補助金等交付確定通知書

（別記様式第１０号。以下「確定通知書」という。）により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 補助事業者は，前条により確定した補助金の交付を受けようとするときは，補

助金等交付請求書（別記様式第１１号）に，確定通知書の写しを添付して，市長に提出

しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１４条 規則第２０条第１項の市長が定める期間は，事業完了した日から５年を経過し

た日までとする。 

（書類の整備等） 

第１５条 補助事業者は，補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え，か



 

 

つ，当該収入および支出等についての証拠書類を整備し，翌会計年度から５年間保管し

なければならない。 

(補則) 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

付則 

この要綱は，平成２３年１１月２４日から適用する。 

 

 

別表(第５条関係) 

補助対象経費 

備品購入費 

 

授乳やおむつ替えに直接必要とされる物品で，物品１

件あたり購入額が１万円以上のもの 

例）ベビーベッド，折りたたみ式おむつ交換台，授乳

用イス・テーブル，パーテーションなど 

備品設置費用 上記備品の設置に要する経費。ただし，建物の改築工

事を伴うものは対象としない。 

 

 

 



 

 

別記様式第１号(第６条関係) 

  年  月  日 

補助金等交付申請書 

 

(あて先) 宇 都 宮 市 長 

 

住所又は所在地 

名称 

   氏名又は代表者名           印 

 

 

宇都宮市補助金等交付規則第３条の規定により次のとおり申請します。 

補助年度    年度 補助金等の名称 宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助金 

補助事業等の 

名称 
宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助事業 

補 助 金 額 円 

添 付 書 類 

(1) 事 業 計 画 書  

(2) 収 支 予 算 書  

(3) 備 品 設 置 予 定 場 所 の 見 取 り 図 及 び 現 況 写 真  

(4) 備 品 購 入 に 係 る 見 積 書 の 写 し  

(5) 備 品 の 内 容 が 確 認 で き る パ ン フ レ ッ ト ， 仕 様 書 等

の 書 類  

(5) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

 

 

 



 

 

別記様式第２号(第６条関係）

担 当 者 氏 名

電 話 番 号

ＦＡＸ

利用可能
時間

新規 拡充

新規 拡充

新規 拡充

新規 拡充

対象経費の
支出予定額

補助
基準額

補助基本額

(ＣとＤを比較し

て少ない方の額)

Ａ Ｄ Ｅ

100,000

「赤ちゃんの駅」事業設置費補助事業
事業計画書

１　実施施設の概要

企業・店舗名等

主たる事業

所　在　地

電　話　番　号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

定　休　日

「赤ちゃんの駅」の利
用者見込み数

１日　約　　人

※上記の内容については，ホームページ等に掲載することがありますので，御了承ください。

２　事業実施の概要

事業実施予定期間
平成　　　年　　月　　　日　から
平成　　　年　　月　　　日　まで

市が配布する「赤ちゃんの駅」事業登録施設ステッ
カーの掲示場所（予定）

備
　
品
　
購
　
入
 
内
 
容

登録区分
新規･拡充の別

（該当するものに
○印）

金額（円）
内　　　訳

（品番，規格，個数等）

おむつ替えの
ための設備

授乳のための
設備

計（Ａ）

３　補助金交付申請額内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）　

寄付金その他
収入額

差引額 補助金
交付申請額

（Ａ－Ｂ） （千円未満切り捨て）

Ｂ Ｃ Ｆ

 



 

 

別記様式第３号（第６条）

１　収入の部

（単位：円）

区分 金額 内訳

市補助金

自己資金

その他

合計

２　支出の部

（単位：円）

区分 金額 内訳

授乳のための設備

小計

小計

合計

「赤ちゃんの駅」設置費補助事業

　収支予算書

おむつ替えのための設備

 

 

 



 

 

                 

補助金等交付決定書 

年  月  日 

宇都宮市指令子未 第    号 

 

住所又は所在地    

名 称        

氏名または代表者名  

宇都宮市長 氏 名  印 

 

                    

平成 年 月 日付で申請のあった補助金の交付については，次のとおり決定したので，

宇都宮市補助金等交付規則第６条の規定により通知します。 

補助年度   年度 補助金等の名称 宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助金 

補 助 事 業 等 の 名 称 宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助事業 

交 付 決 定 額 円 

交 付 の 条 件 

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の

変更をする場合（市長が定める軽微な変更をする場合を除く）

においては，市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，市長の承

認を受けること。 

(3)  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合においては，速やかに市長に報告をし

てその指示を受けること。 

(4)  補助事業終了後，速やかに「赤ちゃんの駅」事業に登録す

ること。 

 

別記様式第４号(第７条関係) 



 

 

別記様式第５号（第８条関係） 

 

補助事業等 変更・中止・廃止申請書 

 

年  月  日 

（あて先）宇 都 宮 市 長 

補助事業者  住所又は所在地 

     名称 

     氏名又は代表者名 

 

宇都宮市補助金等交付規則第３条の規定により，次のとおり申請します。 

 

指令年月日 年  月  日 

指 令 番 

号  

指令 第  号 

補 助 年 度 年度  

補 助 金 等 の 名

称  

宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助金 

補助事業等の名称  宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助事業 

変更・中止・廃止

の 理 由  
 

（変更の場合は，

その内容） 

＜変更前＞ 

＜変更後＞ 

変更・中止・廃止  

年 月 日  

年  月  日 

添 付 書 類  



 

 

別記様式第６号（第８条関係） 

 

補助金等変更交付決定通知書 

年  月  日 

 

補助事業者  住所又は所在地 

     名称 

     氏名又は代表者名 

宇都宮市長 氏 名  印 

 

宇都宮市補助金等交付規則第６条（第８条）の規定により，次のとおり補助金等の交付

決定を変更します。 

 

指令年月日 年  月  日 

指 令 番 

号  

指令 第  号 

補 助 年 度 年度  

補助金等の名

称  

宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助金 

補 助 事 業 等 の 名 称  宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助事業 

交 付 決 定 通 知 額  円  

交 付 決 定 変 更 通 知 額 円  

既 交 付 額 

年  月  日交付          円 

年  月  日交付          円 

年  月  日交付          円 

計               円 

交付決定変更の理由 

 



 

 

別記様式第７号(第１１条関係) 

  年  月  日 

 

補助事業実績報告書 

 

(あて先) 宇 都 宮 市 長 

 

住所又は所在地 

名称 

   氏名又は代表者名           印 

 

 

 平成  年 月 日宇都宮市指令宮子未第 号により交付決定のありました宇都宮市

「赤ちゃんの駅」設置費補助事業が完了しましたので，宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費

補助金交付要綱第１２条により，次のとおり報告します。 

 

補 助 年 度 平成  年度 

補 助 金 等 の 名

称  

宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補

助金  

補 助 金 額          円 

補助事業等の着手 

年 月 日 及 び 完 了 

年 月 日 （ 予 定 ） 

着手   平成  年  月  日 

完了   平成  年  月  日 

添付書類 

（１） 補助事業実績書 

（２） 補助事業の収支決算書 

（３） 備品設置場所の写真 

（４） 備品に購入に係る領収書及び納品書の写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 



 

 

別記様式第８号（第１１条関係）

ＦＡＸ

利用可能
時間

新規 拡充

新規 拡充

新規 拡充

新規 拡充

３　補助金精算内訳書　　　　　 交付決定した額 円

（単位：円）

対象経費の
実支出額

補助
基準額

補助基本額

(ＣとＤを比較し
て少ない方の額)

Ａ Ｄ Ｅ

100,000 0

「赤ちゃんの駅」設置費補助事業実績書

0 0 0

（Ａ－Ｂ） （Ｅと交付決定した額を比較して少
ない方の額）

Ｂ Ｃ Ｆ

計（Ａ） 0

寄付金その他
収入額

差引額 精算申請額
（千円未満切り捨て）

授乳のための
設備

※上記の内容については，ホームページ等に掲載することがありますので，御了承ください。

２　事業実施の概要

整備期間
平成　　　年　　　月　　　日　から

　
平成　　　年　　　月　　　日　まで

備
　
品
　
購
　
入
 
内
 
容

登録区分
新規、拡充の別

（該当するものに○
印）

金額（円）
内　　　訳

（品番，規格，個数等）

おむつ替えの
設備

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

定　休　日

「赤ちゃんの駅」の
利用者見込み数

１日　約　　　人

所　在　地

電　話　番　号

１　実施施設の概要

企業・店舗名等

主たる事業

 

 



 

 

別記様式第９号（第１１条）

１　収入の部

（単位：円）

区分 金額 内訳

市補助金

自己資金

その他

合計

２　支出の部

（単位：円）

区分 金額 内訳

授乳のための設備

小計

小計

合計

おむつ替えのための設備

「赤ちゃんの駅」設置費補助事業
収支決算書

 

 



 

 

別記様式第１０号（第１２条関係） 

 

補助金等確定通知書 

 

年  月  日 

補助事業者  住所又は所在地 

     名称 

     氏名又は代表者名 

 

宇都宮市長 氏 名  印 

 

   年  月  日付で実績報告のあった補助事業については，次のとおり補助金の額

を確定したので，宇都宮市補助金等交付規則第１３条の規定により通知します。  

 

指令年月日 年  月  日 

指 令 番 

号  

指令 第  号 

補 助 年 度 年度  

補 助 金 等 の 名

称  

宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置

費補助金 

補助事業等の名称  宇都宮市「赤ちゃんの駅」設置費補助事業 

交 付 確 定 額 ① 円  

交 付 決 定 額 ② 円  

差 引 額  

（① ② ）  

円  

 

 



 

 

別記様式第１１号（第１３条関係） 

 

補助金等交付請求書 

 

年  月  日 

(あて先) 宇 都 宮 市 長 

 

補助事業者  住所又は所在地 

     名称 

     氏名又は代表者名 

 

宇都宮市補助金等交付規則第１５条の規定により，次のとおり請求します。 

 

指令年月日 年  月  日 

指 令 番 

号  

指令 第  号 

補 助 年 度 年度  

補 助 金 等 の 名

称  
 

補助事業等の名称  
 

交付確定 (決定 )額 円  

既 交 付 額 年  月  日交付          円 

今 回 交 付 請 求 額 円  

未 交 付 額 円  

補助金振込先口座  

金融機関 

支店名 

口座名義人 

預金種別 

口座番号 

添 付 書 類 

（１）補助金交付決定通知書又は補助金確定通知書の写し 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 

 


